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はじ めに

序章

　 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（ 以下、「 歴史まちづく り 法」と

いう 。）は、 地域における その固有の歴史及び伝統を 反映し た人々の活動と その活動が

行われる 歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地と が一体と なっ て形成さ れて

き た良好な市街地環境（ 以下、「 歴史的風致」と いう 。）を 向上するこ と を 目的に平成20年

（ 2008）５ 月に制定さ れた。

　 本市では、 歴史まちづく り 法に基づき 長野市歴史的風致維持向上計画を策定し 、 平成

25年（ 2013）４ 月に国の認定を 受けた。 以降、 11年にわたり 伝統的な環境に調和する良

好な景観形成、 地域固有の歴史や文化、 伝統を生かし たまちづく り に取り 組んでき た。

　 こ の間、 道路美装化や電線電柱類地中化、 歴史的建造物や伝統的な祭礼で使われる屋

台の補修、 文化財の保存整備などを進めてきた。 また、 戸隠地区の中社区、 宝光社区の

一部は、 戸隠信仰の宿坊群と 門前町と し ての町並みが、 平成29年（ 2017）２ 月に重要伝

統的建造物群保存地区に選定さ れた。 さ ら に、 日々の暮ら し に根差し 周囲の環境と 一体

になっ た特色ある景観、 地域の歴史や文化、 伝統を見つめ直し 、 こ れら を守り 伝えよう

と する 意識が住民の中に定着し 、 ガイ ド 活動、 まち 歩き、 茅場整備、 パン フ レ ッ ト 発

行、 講座開催など住民主体の活動が積極的に行われてき た。

　 現在、 少子高齢化の進展や世代交代などにより 、 伝統的な祭礼の担い手不足や歴史的

建造物の滅失が進み、 こ れまで継承さ れてきた歴史的風致の維持が、 困難になり つつあ

る。 多く の方に本市の歴史的風致を知っ ても ら い、 訪れても ら う こ と で、 住民の地域へ

の自信と 誇り 、 愛着が増し 、 また、 地域全体が輝き 、 伝統的な祭礼や街なみの継承につ

ながるこ と が期待さ れる。

　 さ ら に、 歴史まち づく り は、 持続可能な開発目標（ SDGs）のゴールのひと つである持

続可能な都市の実現にも 貢献する。

　 引き 続き 、 暮ら し に息づき 、 受け継がれてき た地域固有の歴史や文化、 伝統、 また、

風情あるまちなみを生かし 、 歴史まちづく り を進めていく ため、 長野市文化財保存活用

地域計画と 整合をと り ながら 、 本市の歴史的風致の維持と 一層の向上を目指し て長野市

歴史的風致維持向上計画（ 第２ 期）を策定する。

計画策定の背景と 目的1
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　 事務局であるまちづく り 課、 文化財課が中心と なり 、 第１ 期計画の評価を踏まえ、 庁

内組織及び法定協議会の長野市歴史的風致維持向上協議会のほか関係する附属機関への

意見聴取、 パブリ ッ ク コ メ ント による市民意見の募集を経て、 本計画を策定し た。 本計

画の策定体制は、 以下のと おり である。

計画期間2

計画の策定体制3

　 令和６ 年（ 2024）度から 令和13年（ 2031）度まで

長野市歴史的風致維持向上計画（ 案）の作成

長野市歴史的風致維持向上計画の認定

長野市長

長野市歴史的風致維持向上計画の決定

長野市地方文化財保護審議会

長野市景観審議会
市　 民

主務大臣

文部科学大臣、 農林水産大臣、 国土交通大臣

長野市歴史的風致維持向上計画策定体制

提案

認定申請

認定

提案 募集

意見

意見 意見

庁外組織
●長野市歴史的風致維持向上協議会
　 ・ 学識経験者、 団体等
　 ・ 地域の代表者
　 ・ 行政（ 長野県、 長野市）

庁内組織
●庁議（ 部長会議）
　 市長、 副市長、 部局長

●歴史まち づく り 推進会議
　・ 企画政策部
    　 企画課、 移住推進課、 交通政策課
　・ 地域・ 市民生活部
　 　 地域活動支援課、 松代支所、 若穂支所、
　 　 戸隠支所、 鬼無里支所
　・ 経済産業振興部　 商工労働課
　 ・ 観光文化部
　 　 文化芸術課、 観光振興課、 博物館
　 ・ 農林部　 農業政策課、 農地整備課
　 ・ 建設部　 道路課、 河川課
　 ・ 都市整備部　 都市計画課、 公園緑地課、
　 　 市街地整備課
　 ・ 教育委員会　 家庭・ 地域学びの課
　 ・ 消防局　 総務課、 予防課

●事務局
　 ・ 都市整備部　 まち づく り 課
　 　 歴史的まち なみ整備室
　 ・ 観光文化部　 文化財課
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⑵　 法定協議会

　 歴史まち づく り 法第11条第２ 項において法定協議会の構成員は、 市町村、 歴史的風

致維持向上施設の整備又は管理を行う 者、 歴史的風致支援法人、 都道府県、 重要文化財

等の所有者、 学識経験者、 その他市町村が必要と 定める者と なっ ている。

　 本市の協議会の構成員は、 以下のと おり である。

 

区　 分 分　 野 委　 員 所属団体等

学
識
経
験
者
・
団
体
等

建築 久米　 えみ 建築士会ながの支部　

歴史 小林　 玲子 長野郷土史研究会

商工 髙見澤　 秀茂　 ◎ 長野商工会議所

建築史 土本　 俊和 信州大学工学部

観光 石黒　 宏之 公益財団法人ながの観光コ ンベンショ ンビュ ーロー

歴史 宮下　 健司　 　 ○ 元長野県立歴史館

文化芸術 山本　 謙竹 民謡＆津軽三味線謙竹会

地
　
域

善光寺地区 清水　 光淳 善光寺周辺地域まちづく り 協議会

松代地区 長尾　 晃 松代地区住民自治協議会

鬼
き

無
な

里
さ

地区 古畑　 敦 鬼
き

無
な

里
さ

案内ボラ ン ティ アの会

戸隠地区 德武　 加代子 戸隠地区住民自治協議会

（ 任期　 令和６ 年（ 2024）４ 月１ 日から 令和８ 年（ 2026）３ 月31日まで）

◎は会長、 ○は職務代理者

行
　
政

県

長野県県民文化部文化振興課文化財・ 県史編さ ん担当課長

長野県長野建設事務所建築課長

市

長野市都市整備部長

長野市観光文化部長
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⑴　 第１ 期計画

　 第１ 期及び、 第２ 期の計画策定（ 変更）の経緯は、 以下のと おり である。

計画策定（ 変更）の経緯4

日　 付 手続き 内　 容

平成 25 年（ 2013）   3 月  7 日 計画の申請

平成 25 年（ 2013）   4 月 11 日 計画の認定

平成 26 年（ 2014）   3 月 10 日 計画の変更認定申請

平成 26 年（ 2014）   3 月 31 日 計画の変更認定

平成 27 年（ 2015）   2 月 27 日 計画の変更認定申請

平成 27 年（ 2015）   3 月 27 日 計画の変更認定

平成 28 年（ 2016）   3 月 18 日 計画の変更認定申請

平成 28 年（ 2016）   3 月 31 日 計画の変更認定

平成 29 年（ 2017）   3 月 23 日 計画の変更認定申請

平成 29 年（ 2017）   3 月 31 日 計画の変更認定

平成 30 年（ 2018）   3 月 12 日 計画の変更認定申請

平成 30 年（ 2018）   3 月 29 日 計画の変更認定

平成 31 年（ 2019）   3 月  5 日 計画の変更認定申請

平成 31 年（ 2019）   3 月 29 日 計画の変更認定

令和  2 年（ 2020）   3 月  2 日 計画の変更認定申請

令和  2 年（ 2020）   3 月 24 日 計画の変更認定

令和  3 年（ 2021）   2 月 26 日 計画の変更認定申請

令和  3 年（ 2021）   3 月 15 日 計画の変更認定

令和  4 年（ 2022）   2 月 25 日 計画の変更認定申請 期間１ 年延長

令和  4 年（ 2022）   3 月 29 日 計画の変更認定

令和  5 年（ 2023）   3 月 31 日 計画の軽微な変更届出
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⑵　 第２ 期計画

日　 付 手続き 内　 容

令和  4 年（ 2022）   1 月 27 日 庁議 策定について

令和  4 年（ 2022）   7 月  7 日 歴史まちづく り 推進会議 策定について

令和  4 年（ 2022）   8 月  9 日 歴史的風致維持向上協議会 策定について

令和  5 年（ 2023）   1 月 18 日 歴史まちづく り 推進会議 骨子案について

令和  5 年（ 2023）   2 月 16 日 歴史的風致維持向上協議会 骨子案について

令和  5 年（ 2023）   4 月 25 日 歴史まちづく り 推進会議 策定について

令和  5 年（ 2023）   6 月  1 日 歴史的風致維持向上協議会 素々案について

令和  5 年（ 2023）   9 月 19 日 地方文化財保護審議会 素案について

令和  5 年（ 2023） 10 月 18 日 歴史的風致維持向上協議会 素案について

令和  5 年（ 2023） 10 月 31 日 庁議 案について

令和  5 年（ 2023） 11 月 17 日 景観審議会 案について

令和  5 年（ 2023） 11 月 21 日 パブリ ッ ク コ メ ント １ か月間

令和  5 年（ 2023） 12 月  5 日 歴史まちづく り 推進会議 案について

令和  6 年（ 2024）   1 月 18 日 歴史的風致維持向上協議会 答申

令和  6 年（ 2024）   1 月 25 日 庁議 計画の決定

令和  6 年（ 2024）   1 月 26 日 計画の認定申請

令和  6 年（ 2024）   ３ 月 18 日 計画の認定

令和  6 年（ 2024）   ７ 月８ 日 歴史まちづく り 推進会議 計画認定について

令和  6 年（ 2024）   ７ 月 23 日 歴史的風致維持向上協議会 計画認定について

長野市歴史的風致維持向上協議会（ R6.1.18）
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⑶　 第２ 期計画の変更

日　 付 手続き 内　 容

令和  ７ 年（ 2025）   １ 月 16 日 歴史まちづく り 推進会議 計画変更案について

令和  ７ 年（ 2025）   ２ 月 10 日 歴史的風致維持向上協議会 計画変更案について

令和  ７ 年（ 2025）   ２ 月 28 日 計画の変更認定申請

令和  ７ 年（ 2025）   ３ 月 13 日 計画の変更認定

令和  ８ 年（ 2026）   １ 月 16 日 歴史まちづく り 推進会議 計画変更案について

令和  ８ 年（ 2026）   ２ 月５ 日 歴史的風致維持向上協議会 計画変更案について

令和  ８ 年（ 2026）   ３ 月 16 日 計画の軽微な変更届出

長野市歴史的風致維持向上協議会（ R8.2.5）
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